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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成21年3月12日(2009.3.12)

【公表番号】特表2001-520118(P2001-520118A)
【公表日】平成13年10月30日(2001.10.30)
【出願番号】特願2000-516788(P2000-516788)
【国際特許分類】
   Ｂ０８Ｂ   3/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   9/00     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   7/26     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   7/32     (2006.01)
   Ｃ１１Ｄ   7/50     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０８Ｂ   3/08    　　　Ｚ
   Ｃ０９Ｄ   9/00    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   7/26    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   7/32    　　　　
   Ｃ１１Ｄ   7/50    　　　　
   Ｇ０３Ｆ   7/42    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年1月21日(2009.1.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　少なくとも１０重量％の水、水溶性極性溶媒及び有機アミンの混合物
から成る剥離及び清浄用組成物であって、次の一般式
　　【化１】

（式中のＲは低級アルキル又は水素である）を有する腐食抑制剤との混合物から成ること
を特徴とする剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項２】　前記腐食抑制剤が、０．１～１０重量％を構成することを特徴とする
請求項１記載の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項３】　１０～２０重量％の水を含むことを特徴とする請求項１記載の剥離及
び清浄用組成物。
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　　【請求項４】　５重量％までのアントラニル酸を含むことを特徴とする請求項１記載
の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項５】　前記極性溶媒が、ジメチルスルホキシドであることを特徴とする請求
項１記載の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項６】　前記極性溶媒が、ジメチルアセトアミドであることを特徴とする請求
項１記載の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項７】　前記極性溶媒と前記有機アミンが同一であることを特徴とする請求項
１記載の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項８】　前記抑制剤が、アントラニル酸を含むことを特徴とする請求項１記載
の剥離及び清浄用組成物。
　　【請求項９】　請求項１記載の剥離及び清浄用組成物をコーテッド基材に塗布し、前
記組成物を前記コーテッド基材上に残留させ、前記コーテッド基材から被膜を除去する工
程から成ることを特徴とするコーテッド基材から被膜を除去する方法。
　　【請求項１０】　請求項３記載の剥離及び清浄用組成物をコーテッド基材に塗布し、
前記組成物を前記コーテッド基材上に残留させ、前記コーテッド基材から被膜を除去する
工程から成ることを特徴とするコーテッド基材から被膜を除去する方法。
　　【請求項１１】　請求項７記載の剥離及び清浄用組成物をコーテッド基材に塗布し、
前記組成物を前記コーテッド基材上に残留させ、前記コーテッド基材から被膜を除去する
工程から成ることを特徴とするコーテッド基材から被膜を除去する方法。
　　【請求項１２】　前記水溶性極性溶媒が、プロピレングリコール、グリコール、グリ
セロール、ポリエチレングリコール、ジメチルスルホキシド、ブチロラクトン、グリコー
ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジエチレングリコールモノアルキルエーテル、エチレ
ンジアミン、エチレントリアミン、ジメチルアセトアミド及びそれらの混合物からなる群
から選択される少なくとも１つであることを特徴とする請求項１記載の剥離及び清浄用組
成物。
　　【請求項１３】　５８～６３重量％のＮ－モノエタノールアミン、３０～４０重量％
のジメチルスルホキシド、１～４重量％の没食子酸及び残りは水から成る剥離及び清浄用
組成物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　本発明に使用できる極性溶媒は、限定ではないが、水、多価アルコール、例えば、プロ
ピレングリコール、グリコール、グリセロール、ポリエチレングリコール、等、ジメチル
スルホキシド（ＤＭＳＯ）、ブチロラクトン、グリコールエーテル、Ｎ－アルキルピロリ
ドン、例えば、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジエチレングリ
コールモノアルキルエーテルを含むグリコールエーテル、エチレンジアミン、エチレント
リアミン、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡＣ）、等を含む。
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